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事業者と金融機関の信頼関係に基づく事業性融資に関する基本的な考え方（概要）



３．企業価値担保権の概要

初期の審査時

平時

悪化兆候
確認時

窮境時 • 専門部署が主となり、対応協議（様々な選択肢を検討・協議）

• 経営者との間で、早期の課題特定・対応（必要に応じ、事業計画の見直し等）

• 事業計画等の進捗状況・新たな事業計画等について継続的に認識共有

• 事業計画等をベースに、将来見通しの認識を共有。将来見通し・資金使途等に見合った適切
な返済計画・融資手法等の選択。

• 将来における業況悪化・窮境の判断について目線あわせ（必要に応じ、コベナンツも設定）。

（
「
対
話
の
契
機
」
）

判
断
基
準
抵
触

事業者と金融機関の信頼関係に基づく事業性融資に関する基本的な考え方（1/2）

① 事業性融資（「事業の将来性」に基づく融資）のためには、事業者と金融機関の間で、

事業の実態と将来見通しについて継続的に認識共有･コミュニケーションを図る必要。

Let’s Talk!

■ 現場の融資担当者との議論等を踏まえ、事業性融資推進法の施行（企業価値担保
権制度の導入）にあわせ、事業性融資に関する基本的な考え方を整理・公表

経営改善支援
による平時への復帰

（※）コミュニケーションを担う人材の育成も重要（「業種別支援の着眼点」等も活用）

【信頼関係の構築（「事業の将来性」に着目したコミュニケーション）のイメージ】



事業者と金融機関の信頼関係に基づく事業性融資に関する基本的な考え方（2/2）

✓ 企業価値担保権の活用を通じた将来の業況悪化回避の可能性を債務者区分等に織り込む。

✓ 例えば、赤字・債務超過などの過去の指標・事業清算時に係る評価に囚われず、将来・定性情報を考慮し
て信用リスクを評価し、債務者区分・格付を付与することも合理的な判断に。

（注）金融機関による事業者支援や事業計画等の継続的なフォロー及び必要な見直し等の態勢整備が前提。

② 企業価値担保権付き融資では、「事業の将来性」を債務者区分･格付に反映。

③ 今後の方向性

⚫ 事業性融資にあたっては、事業者だけでなく、金融機関にも新しい挑戦が必要。一定の試行錯誤が
想定されるものの、失敗を過度に恐れることなく、改善を積み重ね、挑戦を続けていくことが重要。

⚫ 企業価値担保権は全く新しい法制度。制度趣旨が十分に理解されることが必要。利用件数の多寡で
はなく、その本旨に沿って質の高い取組が進められるよう、現場の担当者等の声を聞きながら、取
組を後押し。

⚫ 今後、取組状況を踏まえつつ、事例の公表や本文書の見直し・追補等も含め、必要な対応を行って
いく。

⚫ 企業価値担保権は、事業継続性や事業見通しの蓋然性を将来にわたり支える法的基盤

⚫ 企業価値担保権という確かな法的基盤の下、継続的なコミュニケーション・金融機関の支援等を
踏まえ、債務者区分･格付への「事業の将来性」の反映が可能に（従来、「事業の将来性」の反映
は限定的）
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